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は し が き

　アシモフのロボット物小説，鉄人 28 号や鉄腕アトムが空想の産物であった

のに対し，いまや，私たちの身の回りにはさまざまなロボットが存在し，また，

私たちの生活や社会のシステムにおいて人工知能（AI）は重要な役割を果たし，

むしろ不可欠のものとなっている。たとえば，すでに，オートパイロットは航

空機に導入されており，船舶の航行にも使われているが，自動運転をめぐる技

術の発展とそれに対応するための法整備などの動きが最近ではマスメディアを

賑わせている。

　このような環境の中で，ロボット・AI が人や社会にもたらす影響は無視で

きなくなっており，その結果，法学の観点からの考察や検討が欠かせなくなっ

ている。すなわち，ロボット・AI が社会に受容され，活用されるためには，

大なり小なり，それらに対応するための法制度の整備が必要となる。逆に，ロ

ボット・AI が現在のように普及し，また，その傾向が加速することを想定せ

ずに作られている法制度をそのまま維持することは，人と人との関係や社会に

とって不都合な結果，不幸な結果を招きかねない。ロボット・AI が人間や社

会のあり方に変化をもたらしており，ますますもたらすと予想されている今日，

これまでの法（学）に新たな光を当てることが必要となっている。

　このような問題意識の下，著者たちは，さまざまな法分野について，ロボット・

AI と法との交渉についての現在の到達点と将来の展望を，読者の方々と分か

ち合いたいと考え，本書を執筆した（各章の内容の概要については第 1章Ⅵをご覧

ください）。視界が開けるような経験をしていただけることを願っている。また，

各章末の参考文献などによって，興味を持たれた読者の方々がさらに理解を深

めていただくことを期待している。

　最後に，出版の機会を与えてくださった有斐閣，そして，本書の刊行にあたっ

て，お世話をいただき，早期刊行に尽力くださった笹倉武宏氏に心よりお礼を

申し上げたい。

　　　2018 年 2 月 著者を代表して

弥永 真生

P R E FAC E
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　この「ロボット法」の可能性をめぐる議論は，本章がすでに繰り返し述べて

きたように，ロボット・AI 両方に共通する問題でもある。ここでの議論の背

景には，法（学）とはどういう知的営為なのか，解釈論と立法論の関係，問題

発見と問題解決のどちらに力点を置くのか，そして過去の知的伝統との連続を

どこまで重視するかといった，法に対する見方や学問観にも関わる難しい問題

がある。本書はひとまずロボット・AI が法に対してもたらす問題を具体的に

描いてみせるもので，「ロボット・AI 法」の可能性には中立的であることも，

合わせて付言しておきたい。

V
お わ り に 
本書の概観

　それでは，ロボット・AI が急速に進展し普及する社会に対して，現段階で

法学はどのような知見を提供できるのだろうか？　本書では，各法分野の研究

者が，いわば自己反省を加えながら検討していく。以下では，簡単に道案内を

しておきたい。

1 国内外の動向
　第 2章「ロボット・AI と法政策の国際動向」（工藤郁子）は，日本国内の議

論を紹介した本章と対をなすもので，欧州と米国の法政策のダイナミズムを紹

介する。公的機関がものづくりの延長線上でロボットへ関与しようとする欧州

38 夏井高人「アシモフの原則の終焉─ロボット法の可能性」法律論叢 89巻 4・5号（2017年）
175頁以下。夏井教授は，ロボット・AIのもたらす社会的影響を低く見積もっているのではなく，
「強い AI」にもなればもはや「神」の領域であって，人間による法的な制御は不可能だ，という冷
徹な認識をも示している（208頁以下）。
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と，情報通信産業主導でAI の自主規制の議論が進む米国の異同が，わかりや

すく分析されている。

2 理論的検討
　法学の中で人間とは何か，社会とは何か，そして法とは何かという根源的問

題を扱ってきたのが法哲学と憲法学である。この 2つの章は，ロボット・AI

により，人間や社会のあり方が根底的に変わる場合について法理論的に検討し

ている。

　第 3章「ロボット・AI と自己決定する個人」（大屋雄裕）は，AI が「個人」

を単位とする社会のあり方を根本から問い直す，と見る。これまでの法が＜意

思─行為─責任＞の連関というフィクションを前提にするものであったことを

振り返りながら，新たな社会と法のあり方について，法哲学者らしい挑発的な

問いを投げかけている。

　第 4章「ロボット・AI は人間の尊厳を奪うか？」（山本龍彦）は，憲法に対

してAI がもたらす衝撃を，「個人の尊重」という基本的価値を 4つの層に切

り分けながら，多面的に分析する。ロボット・AI 時代にもこれまでの人間像・

個人像を，それがフィクションであることを自覚しつつなお維持しようとする

にはどうすべきか，第 3章と読み比べてほしい。

3 各論的検討
　第 5章以下では，AI・ロボットによって生じる社会生活上の問題への法的

対応を，それぞれの法分野の知見から，具体的に検討している。

　第 5章「ロボット・AI の行政規制」（横田明美）は，消費者安全法を参考に

して行政規制と民事・刑事規制の組み合わせという処方箋を示すとともに，あ

るべき規制についての合意形成のあり方，そして行政の役割を検討する。

　第 6章「AI と契約」（木村真生子）は，AI と最も基本的な法制度である契約

の関係を分析する。契約法が，自動販売機やコンピュータ，インターネットに

対応してきた歴史を踏まえながら，代理や法人という制度をAI に拡張すべき

かを，冷静に検討している。
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　契約の自由を消費者の利益のために規制するのが消費者法（第 5章参照）だ

が，公正な競争秩序のための規制が競争法である。AI の行動を人間に帰する

ことができるのか，すべきかという第 6章で問題となった論点をカルテルに即

して敷衍する「ロボット・AI と競争法」（市川芳治）は，あわせて法執行上の

課題も示している。

　第 7章「自動運転車と民事責任」（後藤元）は，自動運転車のドライバー・運

行供用者とメーカーが現行法の下でどのような民事責任を負うかという問題を

扱う。この章は，保険制度のあるべき姿，各アクターのインセンティヴを高め

るための制度設計など，AI・ロボットに対する法と経済学的アプローチの意

義も明らかにしている。

　第 8章「ロボットによる手術と法的責任」（弥永真生）は，＜ロボット・AI

開発者─ロボット・AI 利用者─消費者（被害者）＞の関係で生じる法的問題を，

ロボット手術に即して明らかにする。改正債権法における定型約款の規定，遠

隔医療・遠隔手術に関わる民事訴訟法・国際私法上の問題などなど，AI・ロ

ボットが関わる論点の多様さを教えてくれる。

　刑法学者が第 7章と同じ自動運転の問題を扱ったのが第 9章「ロボット・

AI と刑事責任」（深町晋也）である。運転者の責任，設計者の責任を検討する

とともに，ロボット・AI がペットのように「被害者」（客体）として保護され

る条件も提示される。

　第 10 章「AI と刑事司法」（笹倉宏紀）は，刑事訴訟法の観点から，事実認定

と法の適用判断の両面について，AI がどこまで法律家を代替しうるのかを，

大胆かつ緻密に検討していく。AI によって法の支配や刑事司法のあり方を逆

照射し，法律家が手続に拘ることの意味を問い直すものでもある。

　すでに述べたとおり，ロボット・AI は情報の流通・保護と表裏の問題であ

るが，プライバシーについては第 4章で触れられた。知的財産権については，

第 11 章「ロボット・AI と知的財産権」（福井健策）が，ロボット・AI コンテ

ンツの爆発的な拡大とその影響をわかりやすく概観し，学習用データ，ロボッ

ト技術・AI 本体，学習済みモデル，生成コンテンツそれぞれが，著作権法・

不正競争防止法によって保護されるべきかを分析している。

　第 12 章「ロボット兵器と国際法」（岩本誠吾）は，人間に対するロボットの

脅威に対する国際法の対応状況を明らかにする。致死性自律兵器システム
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（LAWS）に制御可能性が必要だという点ではコンセンサスが得られそうなもの

だが，この章はロボット・AI をめぐるグローバル・ガバナンスの困難を示し

ている。

＊　＊　＊

　人工知能学会の倫理指針（本章Ⅳ 2）は，高度な専門的職業に従事する者と
してAI 研究者が社会と対話すべきことを求めている。これは広義の法律家や

法学者にもあてはまることだろう。
39
しかしそのためには，AI・ロボットをめ

ぐる動きを知るとともに，ただそれに振り回されるのではなく，そもそも法

（学）が何を大切にしてきたのか，その基礎を反省し，その上で現在の法（学）

に何が可能であり何が課題なのか，落ち着いて考える必要がある。

　そうしたロボット・AI と法（学）の関係に即して本書が構成されていること

は，いま紹介したとおりである。だから本書は，ロボット・AI を介した法学

入門でもあり，法学をバックグラウンドにする読者にとっては法学再入門にも

なっている。
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